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昨冬の需給ひっ迫を踏まえた
広域的な需給ひっ迫対応に係る検討課題について

２０２１年１０月１４日
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3１．kWhによる需給ひっ迫への対応と本資料の議論の対象について

◼ kWhによる需給ひっ迫の対応として、今冬においては、並行して御議論いただいているkWhバランス評価、kWhモニタ
リングに加えて、短期的（2週間前）のkWh余力を把握・管理する、kWh余力率管理を実施することにしている。

◼ kWh余力率管理は、前回御議論いただいたとおり、kWh余力率管理を行う2週間前の断面において、国、広域機
関、一般送配電事業者が具体的な対策を講じるための指標。

◼ 今回は、これまでの本委員会での議論を踏まえ、今冬に行う「kWh余力率管理」の実施方法について、御議論いた
だきたい。

※その他、事業者による短期的な燃料の配船調整や、事業者間の燃料融通等も考えられる。

2週間前
kWh余力率管理2か月前

4か月~2か月前
kWhモニタリング

需給検証
kWhバランス評価

＜供給力対策＞
○電源Ⅰ’・電源ⅡOP運転
○電源Ⅰ’長時間発動
○発電設備の焚き増し依頼
○供給電圧調整

＜需要側対策＞
○効率的な電力の使用
の呼びかけ
○節電要請
○計画停電
○電気の使用制限

目的
リスクシナリオを踏まえた見通しを示すことで発電事業者や小売電気
事業者などに適正な供給力（kWh）確保や余力の管理を促す

kWh不足が生じた場合に、国、広域機関、一般送
配電事業者が需給対策を講じるための指標を定め、
確認する

対応

・発電事業者等：燃料の追加調達や相互融通を含む、必要な燃
料調達計画の見直し
・小売電気事業者等：相対契約等を活用した供給力の確保、ディ
マンドリスポンス契約の拡充等

国、広域機関、一般送配電事業者による供給力・
需要側対策

本資料では「kWh余力率管理」の
実施方法について議論



4（参考）これまでの本委員会の検討状況と本日の議論の対象

◼ 前回の本委員会において、kWh余力管理を行う2週間以内の段階における、kWhひっ迫時の追加供給力対
策の実施に関する考え方について御議論いただいた。

◼ 今回は、これまでの本委員会での議論を踏まえ、今冬に行う「kWh余力率管理」の実施方法について、御議論い
ただく。

2020 2021年度
課題

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

A.広域予備率・
でんき予報の算
定方法

➢ BG計画消費量や入船日等を踏まえた燃料制
約の考え方の検討

➢ リスク量をどの程度見込むか
➢ 指標の見せ方
➢ 確保すべき水準
➢ 揚水の扱い
➢ インバランス料金の扱い
➢ TSO・BGからどのようなデータを受領するか
➢ システム化には時間を要するため、それまでの対
応の検討（でんき予報等関連システム等）

B.円滑な電力融
通の実施に向け
たルール化

➢ 燃料制約解除の際の融通量の設定の考え方の
検討

➢ 燃料制約を解除したBGは将来的に燃料不足
に陥るリスクが高まるため、解除後のフォローにつ
いて検討

C.需給ひっ迫時
の政府の節電要
請等に関するフ
ローの整理

➢ 需要側対策に移る条件の整理
•自家発焚き増しが発動に時間を要することと
の整合

• どのレベルまで燃料を先使いするか検討
➢ 非ひっ迫エリアにおける対策実施の条件
➢ 発動ルールの整理
➢ 市場未約定分の扱い
➢ 焚き増しにあたっては、大気汚染防止法による
環境規制等への留意が必要

kWh不足の予備率への反映方法

国の整理を踏まえ、燃料制約解除の判断内容と燃料制約を外した
火力予備を前提とした送受電可能量を算定するルールの検討

追加供給力対策の実施項目と実施判断基準の整理

調整力等委での議論

今回

今回
議論
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6２．これまでの議論の振り返り
kWとkWhの管理の違い

◼ kWhの管理は、当日や翌日の瞬間的な供給力を把握するkWの管理とは異なり、一定期間を見通して、持続的な
電気の量（kWhの余力）を把握することと整理した。

第63回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021年7月1日）資料2



7２．これまでの議論の振り返り
kWh管理における零点について

◼ kWh余力率管理においては、どのような状態をkWh余力をゼロとするか決める必要があるところ、これまでの本委員会
の議論においては、入船遅延等に伴う燃料枯渇は、甚大な影響があることから、燃料ガイドライン等の共通認識の
もとで、余力に含まない（運用下限に含める）ことと整理した。

◼ なお、燃料ガイドライン（案）においては、「運用下限は、燃料制約発動ラインと一致するものであり、物理的下限に
加え、入船遅延等、必要なリスクへの対応分を確保したもの」としている。

第64回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021年8月23日）資料2



8（参考）需給ひっ迫を予防するための発電用燃料に係るガイドライン（案）での記載

第38回電力・ガス基本政策小委員会（2021年8月27日）資料3-2



9２．これまでの議論の振り返り
kWhを管理する期間

◼ kWh余力率管理で対象とする期間については、需要想定の主な決定要因である気温想定の参照元となる気象庁
データの内容から、2週間先までのkWh余力を管理することと整理した。

◼ また、管理する頻度については、通常時は週1回の見直しとし、ひっ迫時には更新頻度を上げることとした。

出所）第64回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021年8月23日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_64_02r1.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_64_02r1.pdf


10２．これまでの議論の振り返り
広域的なkWh管理とkWh管理指標

◼ 需給ひっ迫への対応は、より広域的に対応していくことが基本になることから、kWh余力率管理では、連系線の制約
がない範囲で広域的に管理する（複数のエリアを同一のkWh広域ブロックとして管理する）ことと整理した。

◼ また、管理指標については、需要に対するkWh余力の比率（kWh余力率）で表現することとし、具体的には、
kWh余力を1週間の日電力量で割り、1週間単位のkWh余力率で管理することとした。

第64回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021年8月23日）資料2



11２．これまでの議論の振り返り
kWh不足の対策における確保すべき水準

◼ kWh余力として確保すべき水準について、気温想定誤差による需要想定誤差と、大規模なベース電源停止の発生
リスクの合計約78GWh/日（全国需要の約3%）とし、その1週間分を設定することと整理した。

第64回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021年8月23日）資料2



12２．これまでの議論の振り返り
kWh管理における揚水の扱い

◼ kWh管理における揚水の扱いについて、揚水発電の動力ロスを考慮するため、昨冬のkWhひっ迫時の実績を踏まえ
て、kWh管理では、揚水上池から、揚水動力ロス約20GWh/日×一定期間分を除いた分をkWhとして利用でき
る分と考え、火力の燃料kWh在庫とあわせて管理することと整理した。

第64回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021年8月23日）資料2
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【kWh余力率管理の全体フロー】（毎週2ターム分（２週分）を行う）

３．今冬のkWh余力率管理の実施方法
今冬におけるkWh余力率管理の全体フロー

◼ kWh余力は、週間のタームごとに、TSOが想定する太陽光・風力の出力を控除した残余需要から、電源Ⅲの計画
消費量を除くことで、電源Ⅰ・Ⅱの消費量を想定し、それ以外の燃料在庫を考慮した発電可能な電力量をkWh
余力（※）として算定する。そのうえで、想定需要に対するkWh余力の比率として、kWh余力率を算定する。

◼ このkWh余力を把握するため、各TSOの想定需要や電源ⅢBGの計画消費量、電源Ⅰ・Ⅱの計画消費量、電
源Ⅰ・ⅡBGの入船予定等が必要となることから、以下の全体フローに基づきkWh余力を算定する。

電源Ⅲ計画消費

エリアごとの電源Ⅲ計画消費、連系線潮流の想定

残余需要想定等から電源Ⅰ・ⅡのTSOとしての消費量を想定

エリアごとの電源Ⅲ計画消費を想定、連系線潮流を想定

エリアkWh余力

kWh広域ブロックの判定、全国・ブロックのkWh余力率を算出、公表

電源Ⅰ・Ⅱの計画消費を想定

エリア毎のkWh余力を算出TSO

OCCTO

OCCTO

電源Ⅰ・ⅡBG

TSO

電源ⅢBG

電源Ⅰ・Ⅱ計画消費、初期在庫、入船予定、入船量

電源Ⅲの計画消費を想定

① ②

③

※電源Ⅰ・Ⅱの余力の算定にあたっては、燃料の焚き口を考慮し、発電設
備の各タームの最大発電量を超える燃料在庫は余力としては扱わない。

④

電源Ⅱ
総量

想定
残余需要

kWh余力
電源Ⅱ余力

電源Ⅰ

電源Ⅲ
計画消費

電源Ⅱ
計画消費・
TSO想定消費

（高さはkWh）

計画消費・調整力消費
分（＝想定残余需
要）では使用されない
余力（kWh）

TSOが想定する残余
需要に電源Ⅱの消費
をTSOが合わせる



15３．今冬のkWh余力率管理の実施方法
①電源Ⅲ計画消費量の想定

◼ 電源Ⅲは一般送配電事業者からオンライン調整の指令がなされないことから、今冬のkWh余力率の算定では、基
本的にBGの計画消費どおりに発電するものとして扱う。そのため、電源ⅢBGから計画消費量を提出いただくことに
より、その計画消費量を把握することが必要となる。

◼ ここで、電源ⅢBGの計画消費量をできるだけ網羅的かつ正確に把握することが望ましいが、電源種や事業者等に
よっては、計画消費量の算定が難しい場合等も想定され、全て電源Ⅲの計画消費量を電源ⅢBGから収集する
ことは困難であると考えられることから、一部では代替策を用いる必要がある。

◼ そのため、今冬の余力率算定にあたっては、電源ⅢBGから計画消費量を受領できなかった分の電源Ⅲ計画消
費量は、至近の過去実績もとに想定を行う。

G

G

受領分

未受領分

日

計画消費量

⇒

⇒

計画消費量

日

電源Ⅲ全体の計画消費量

日

過去実績を用いて、計画消費量を想定



16（参考）2020年度実績を用いた電源Ⅲの試算

GWｈ

※至近の7日実績から算出（平日は至近５日間平均、土日は至近実績,試算上祝日は未考慮）

5日間移動平均と9エリアの7日合計実績

＜2020年度の過去実績を用いた電源Ⅲ計画消費量の想定の試算＞



17３．今冬のkWh余力率管理の実施方法
②連系線潮流の想定

◼ kWh余力率の算定にあたっては、エリアごとにkWh余力率を算出したうえで、連系線の制約がない範囲で広域的
に管理（kWh広域ブロックとして管理）することとしている。各エリアのkWh余力率の算定にあたっては、連系線に
潮流が流れることで各エリアの燃料在庫が変化し、各エリア・kWh広域ブロックのkWh余力も変化することから、
連系線潮流の想定が必要となる。

◼ 他方で、間接オークション導入以降、連系線の管理は卸電力市場を介して行う仕組みとなり、連系線の利用計画
は廃止されているところ、kWh余力率を算定するための連系線の潮流予測方法を定めておく必要がある。

◼ そのため、前日スポット取引前の、kWh余力率管理を行う1～2週間先の連系線潮流の想定を行う必要があるが、
前日スポット取引以降の事業者の市場行動を事前に想定することが難しいこと、また需給調整市場では広域メリッ
トオーダー運用が平常時とは異なる傾向となることが想定されること等から、至近の過去実績をもとに想定を行う。

※至近の7日実績から算出（平日は至近５日間平均、土日は至近実績,試算上祝日は未考慮）

＜2020年度の過去実績を用いた東京中部間連系設備での試算＞



18（参考）連系線の管理と間接オークション

第1回 連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（2017.6.14）第1部 資料



19３．今冬のkWh余力率管理の実施方法
③kWh広域ブロックの判定

◼ これまでの本委員会の議論において、kWh余力率管理は、連系線の制約がない範囲で複数のエリアを同一の
kWh広域ブロックとして管理することとされた。そのため、各エリアのkWh余力率の算定後、連系線を制約を考慮し
た融通量を加味してkWh広域ブロックとして算定することになる。

◼ この連系線の制約を考慮した融通量を計算するにあたっては、連系線空容量を想定する必要があり、kWh余力
率管理を行う1～2週間先の連系線の空容量の想定を行う必要があるが、前述の連系線潮流の想定と同様、前
日スポット取引以降の事業者の市場行動を事前に想定することが難しいこと等から、至近の過去実績をもとに想
定を行う。

第64回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021年8月23日）資料2



20３．今冬のkWh余力率管理の実施方法
④kWh余力率の公表

◼ 算出したkWh広域ブロックでのkWh余力率は、今年度夏季における電力需給確認の試行的な取り組みと同様、
本機関Webサイトを活用して情報発信することを予定している。

＜今年度夏季における電力需給確認の試行的な取り組みに関する本機関Webサイトでの公表＞
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22４．まとめ

◼ 今回は、これまでの本委員会での議論を踏まえ、今冬に行う「kWh余力率管理」の実施方法について、全体フロー
の整理を行った。

◼ 今冬のkWh余力率の算定では、週間のタームごとに、TSOが想定する残余需要から、電源Ⅲの計画消費量を除
くことで、電源Ⅰ・Ⅱの消費量を想定し、それ以外の燃料在庫を考慮した発電可能な電力量をkWh余力し、想定
需要に対するkWh余力の比率として、算定することになる。

◼ 電源Ⅲ計画消費量の想定では、電源ⅢBGから計画消費量を提出いただくことにより、その計画消費量を把握す
ることが必要となるが、全て電源Ⅲの計画消費量を収集することは困難であると考えられることから、代替策として、
一部は至近の過去実績をもとに想定を行う。

◼ 連系線潮流の想定や、kWh広域ブロックの判定における連系線空容量の想定では、kWh余力率管理を行う1～
2週間先の連系線潮流の想定を行う必要があるが、前日スポット取引以降の事業者の市場行動を事前に想定す
ることが難しいこと等から、至近の過去実績をもとに想定を行う。

◼ なお、実際のkWh余力率を算定するための詳細な処理方法や実務フローについては、発電事業者や一般送配電
事業者等の御協力のもと、各事業者の業務負担等も考慮しながら、事前の確認試験の実施も検討しつつ、今冬
のkWh余力率の算定に向けて、今後詳細について事務局において整理を進めていく。そのうえで、もし実施にあたり
重大な問題点等が発生した場合には、改めて本委員会に報告する。


